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1
金星自動車株式会社（法人番
号１４３０００１００４２８６）　代
表者吉野僚哲

北海道札幌市清田区北野１条１丁目９番１号 北野営業所 北海道札幌市清田区北野１条１丁目９番１号 R5.5.22 輸送施設の使用停止（３５日車）
道路運送法（以下「法」）第２０条、法
第２７条第３項

令和４年１２月１５日、公安委員会からの通報等を端緒とし
て監査を実施。２件の違反が認められた。（１）営業区域外旅
客運送違反（道路運送法第２０条）、（２）乗務時間等の基準
の遵守義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第
１項）

4 4

2
室蘭つばめ交通株式会社（法
人番号９４３０００１０５７１５３）
代表者小村一隆

北海道室蘭市東町２丁目５番地１０号 本社営業所 北海道室蘭市東町２丁目５番地１０号 R5.5.22
輸送施設の使用停止（１０日車）及び文書
警告

道路運送法第２７条第３項

令和４年１０月１４日、長期未監査を端緒として監査を実施。
６件の違反が認められた。（１）事故の記録事項義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２６条
の２）、（２）新任運転者に対する指導、監督義務違反（運輸
規則第３６条第２項）、（３）乗務員台帳の記載事項義務違反
（運輸規則第３７条第１項）、（４）運転者に対する指導監督
の記録義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（５）特定運転
者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２
項）、（６）地理・応接の指導監督の記録義務違反（運輸規則
第４０条第３項）

1 1

3
北広島第一交通株式会社（法
人番号７４３０００１０５２３５４）
代表者西本厚三

北海道北広島市大曲末広４丁目１－６ 北広島営業所 北海道北広島市大曲末広４丁目１番６号 R5.5.22 文書警告 道路運送法第２７条第３項

令和５年１月２４日及び令和５年２月６日、労働局からの通
報等を端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）運行記録計による記録義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下「運輸規則」）第２６条第２項）、（２）運転者に
対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規則第３８条第
１項）

0 0

タクシー事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和5年5月)

5月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧
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4
釧路交通株式会社（法人番号
５４６０００１０００３９４）　代表
者中川昌信

北海道釧路市星が浦大通５丁目５番４９号 本社営業所 北海道釧路市星が浦大通５丁目５番４９号 R5.5.22
輸送施設の使用停止（７５日車）及び文書
警告

道路運送法第２７条第３項

令和５年１月２６日、公安委員会からの通報等を端緒として
監査を実施。４件の違反が認められた。（１）運行記録計によ
る記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運
輸規則」）第２６条第２項）、（２）運転者に対する指導監督義
務違反（運輸規則第３８条第１項）、（３）定期点検整備の実
施義務違反（運輸規則第４５条第１号）、（４）整備管理者の
研修受講義務違反（運輸規則第４６条）

8 8

5
トランスパック株式会社（法人
番号５３８０００１００１０７０）
代表者赤間健男

福島県福島市下鳥渡字新町西４番１ 千歳営業所 北海道千歳市平和１００６番１３８５ R5.5.22 文書警告
道路運送法（以下「法」）第２７条第３
項、法第９４条第１項

令和５年３月７日、新規許可等を端緒として監査を実施。２
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項）、（２）
報告義務違反（道路運送法第９４条第１項）

0 0

以下余白


